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令和7年4月3日 木 ＰＴＡ役員会①

令和7年4月8日 火 始業式・ＰＴＡ役員会②

令和7年4月23日 水 ＰＴＡ役員会③・第１回実行委員会

令和7年5月10日 土 令和７年度ＰＴＡ総会・ＰＴＡ役員会④

令和7年6月14日 土 大阪府立実業高校ＰＴＡ連合協議会総会

令和7年6月18日 水 大阪府立高校ＰＴＡ協議会第１回総会

令和7年6月18日 水 学校運営協議会①

令和7年6月18日 水 大阪府立高校ＰＴＡ協議会 総会

令和7年7月8日 火 大阪府立高校第３ブロックＰＴＡ協議会　総会

令和7年7月12日 土 第50回近畿地区高等学校ＰＴＡ連合会大会

令和7年7月13日 日 第50回近畿地区高等学校ＰＴＡ連合会大会

令和7年7月27日 日 第33回大阪府産業教育フェア

令和7年8月21日 木 第73回全国高等学校ＰＴＡ連合大会

令和7年8月22日 金 第73回全国高等学校ＰＴＡ連合大会

令和7年9月4日 木 ＰＴＡ役員会⑤

令和7年10月4日 土 ＰＴＡ社会見学会

令和7年10月24日 金 ＰＴＡ役員会⑥・第２回実行委員会（書面会議）

令和7年10月24日 金 WEB版「野田藤」発行

令和7年10月24日 金 体育祭

令和7年10月29日 水 学校運営協議会②

令和7年11月14日 金 文化祭準備

令和7年11月15日 土 文化祭（模擬店）

令和7年12月5日 金 令和７年度人権啓発研修会

令和8年1月17日 土 ＰＴＡ工芸講習会・前期会計監査

令和8年1月17日 土 ＰＴＡ役員会⑦

令和8年2月5日 木 ＰＴＡ役員会⑧・第３回ＰＴＡ実行委員会

令和8年2月6日 金 大阪府立高等学校ＰＴＡ協議会研究集会

令和8年2月12日 木 学校運営協議会③

令和8年2月26日 木 学校保健委員会

令和8年3月4日 水 卒業式・広報誌「野田藤」34号発行

令和7年度　事業報告



- 2 - 

 

 

 

  



- 3 - 

 

 

 

 

 

  



- 4 - 

 

 

 

 

 

  



- 5 - 

 

 

 

令 和 ８ 年 度  Ｐ Ｔ Ａ 役 員 お よ び 会 計 監 査 候 補 ( 敬 称 略 )        

 

会長候補  津國 倫子 （３E1） 

副会長候補  中原 智  （３AC１） 

書記候補  河内 聡子 （３M1） 

会計候補  和田 真理 （３E1） 

会計監査候補 小金井  恵子  （３E1）  

会計監査候補  山下  陽子  （３E１）  

 

※Ｍ：機械系 Ｅ：電気系 ＡＣ：建築都市工学系 Ｄ：工業デザイン系 

 

令和８年度ＰＴＡ役員候補・会計監査委員候補として、   

上記６名を指名致します。 
 

 

令和８年度ＰＴＡ役員指名委員長 

正木  珠美  
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令 和 ８ 年 度  Ｐ Ｔ Ａ 実 行 委 委 員 名 簿 ( 敬 称 略 )        

 

３M1  河内 聡子 

３E1  小金井  恵子  

３E1  津國 倫子 

３E1  山下  陽子  

３E1  和田 真理 

３AC１   中原 智 

 

※Ｍ：機械系 Ｅ：電気系 ＡＣ：建築都市工学系 Ｄ：工業デザイン系 

 

校内委員 

校 長 谷 通弘 教務部長 的場 俊昭 ３学年主任 吉岡 啓 

教 頭 中村 浩昭 生徒指導部長 寺岡 俊介 PTA係 長澤 大助 

事務長 石川 良隆 進路指導部長 中井 幸子 PTA係 蓮井 昇 

  保健部長 谷口 由美子   

  特別活動指導部長 松下 ファビアン 順   
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令和8年4月2日 木 ＰＴＡ役員会①

令和8年4月9日 木 ＰＴＡ役員会②

令和8年4月23日 木 ＰＴＡ役員会③・第１回実行委員会

令和8年5月9日 土 ＰＴＡ総会・ＰＴＡ役員会④

令和8年6月6日 土 大阪府立実業高校ＰＴＡ連合協議会　第１回総会

令和8年6月17日 水 学校運営協議会①

未定 大阪府立高校ＰＴＡ協議会 総会

令和8年7月4日 土 第51回近畿地区高等学校ＰＴＡ連合会大会

未定 大阪府立高校第３ブロックＰＴＡ協議会第1回総会

令和8年8月20日 木 第75回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会

令和8年8月21日 金 第75回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会

令和8年8月30日 日 産業教育フェア

令和8年9月3日 木 ＰＴＡ役員会⑤

未定 ＰＴＡ社会見学

令和8年10月22日 木 ＰＴＡ役員会⑥・第2回実行委員会

令和8年10月22日 木 WEB版「野田藤」発行　予定

令和8年10月24日 土 西工スポーツ大会

学校運営協議会②

令和8年11月13日 金 前期会計監査・文化祭準備

令和8年11月14日 土 前期会計監査・文化祭

未定 人権啓発研修会

未定 工芸講習会・ＰＴＡ役員会（予備）

未定 大阪府立高等学校ＰＴＡ協議会研究集会

令和9年2月4日 木 ＰＴＡ役員会⑦・第３回ＰＴＡ実行委員会

未定 学校運営協議会③

令和9年2月25日 木 学校保健委員会

令和9年3月3日 水 卒業式・閉校記念式典

令和9年3月3日 水 広報誌「野田藤」35号発行予定

令和8年度　事業計画（案）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府立西野田工科高等学校ＰＴＡ

収入の部 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）　　　　　　　　　　　　（単位　円）

科　目 予算額 前年度予算額 差引増減額 摘    要

　前年度繰越金 1,734,973 3,453,524 △ 1,718,551 　令和７年度からの繰越金

  保護者　@3,300×85人＝280,500

  教職員　@3,300×47人＝155,100

　雑収入 1,000 1,000 0

合　計 2,171,573 4,292,724 △ 2,121,151

支出の部

科　　目 予算額 前年度予算額 差引増減額 摘　　　要

ＰＴＡ運営費 1,020,000 1,520,000 △ 500,000

事務費 170,000 320,000 △ 150,000 　ネットバンキング手数料、事務用品等

集会費 30,000 280,000 △ 250,000 　実行委員会経費等

負担金 600,000 600,000 0
   賠償責任保険保険料、ＰＴＡ協議会負担金、
   社会見学会経費

委員会費 210,000 240,000 △ 30,000 　ＰＴＡ広報誌印刷費

渉外諸費 10,000 80,000 △ 70,000 　慶弔費

生徒指導費 290,000 800,000 △ 510,000

学習指導費 200,000 160,000 40,000
ジュニアマイスター申請料
課題研究補助

生活指導費 10,000 40,000 △ 30,000 　生徒生活指導

　　　進路指導費 60,000 80,000 △ 20,000 　進学・就職指導関係経費・渉外用具費

クラブ活動指導費 20,000 520,000 △ 500,000 　クラブ付添交通費等

校務運営費 700,000 1,620,000 △ 920,000

学校行事費 700,000 1,500,000 △ 800,000
  体育祭スポーツドリンク、
  文化祭出店関係経費、課題研究発表会経費

高校負担金 0 120,000 △ 120,000   各種団体会費

災害対策費 0 0 0  

特別積立金 0 0 0

部活動後援会 0 177,800 △ 177,800

災害見舞金 0 0 0

予備費 161,573 174,924 △ 13,351 (閉校イベント生徒支援会会計へ繰出)

合    計 2,171,573 4,292,724 △ 2,121,151

令和８年度　　ＰＴＡ会計予算（案）

　会費収入 435,600 838,200 △ 402,600
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令和8年度

　　　　　　　大阪府立西野田工科高等学校ＰＴＡ

収入の部 　　　　　　　　　　　（単位　円）

科　　目 予算額 前年度予算額 差引増減額 摘　　要

　前年度繰越金 1,227,181 1,379,851 △ 152,670 　令和７年度からの繰越金

　部活動後援会会費 0 177,800 △ 177,800

合　計 1,227,181 1,557,651 △ 330,470

支出の部

科　　目 予算額 前年度予算額 差引増減額 摘　　　要

　部活動補助 800,000 1,100,000 △ 300,000

　予備費 427,181 457,651 △ 30,470 (閉校イベント生徒支援会会計へ繰出)

合　　計 1,227,181 1,557,651 △ 330,470

令和8年度
※

　　　　　　　　大阪府立西野田工科高等学校ＰＴＡ

収入の部 　　　　　　　　　　　　（単位　円）

科　　目 予算額 前年度予算額 差引増減額 摘　　　要

前年度繰越金 1,539,794 1,539,794 0 　令和7年度からの繰越金

繰入金 0 0 0

合　　計 1,539,794 1,539,794 0

支出の部

科　　目 予算額 前年度予算額 差引増減額 摘　　　要

生徒食堂利用支援 416,500 0 416,500 700×85×7か月=416,500円

文化祭補助 400,000 0 400,000 文化祭時の生徒活動の補填

体育祭補助 200,000 0 200,000 体育祭演目補助

閉校式典補助 400,000 0 400,000

予備費 123,294 0 123,294 (国際交流補助、式典当日の記念品弁当など)

合　　計 1,539,794 0 1,539,794

※「特別会計」は「閉校イベント生徒支援会会計」に名称を変更

　部活動後援会会計予算（案）

閉校イベント生徒支援会会計予算（案）
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       大阪府立西野田工科高等学校ＰＴＡ会則    

                     

第１章 名 称 

第 1 条 本会は大阪府立西野田工科高等学校ＰＴＡと呼び事務所を本校内に置く。 

 

第２章 目 的 

第２条 本会の目的は会員相互に協力して家庭、学校及び社会との関係を緊密にし、 

それぞれの向上をはかり環境を整備して生徒の福祉の増進することにある。 

 

第３章 方 針 

第３条 本会は前条の目的達成のため地域社会の諸団体と緊密な連携をとり、本会の組織を 

上げて目的遂行に努力する。 

 

第４章 会 員 

第４条 本会の会員は本校に在籍する生徒の保護者並びに本校に勤務する教職員とする。 

 

第５章 経 理 

第５条 本会の経理は次の通りである。 

１ 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってする。 

   ２ 会費は年額３３００円とする。 

   ３ 本会の会計年度は４月１日より翌年３月末日までとする。 

   ４ 本会の経理は総会に於いて議決された予算に基づいて行われる。 

   ５ 会計決算は会計監査を経て総会に報告される。 

 

第６章 役員・会計監査委員と任期 

 第６条 本会に次の役員・会計監査委員を置く。 

   １ 会 長    １名 

     副会長    ２名 

     書 記    １名 

     会 計    １名 

   ２ 会計監査委員 ２名 

   ３ 役員・会計監査委員は他の役員または会計監査委員を兼ねることが出来ない。 

   ４ 副会長、書記、会計については、実行委員会の承認を得て増員することができる。 

 第７条 任期は次の通りである。 

１ 任期は１ヶ年とする。但し再選を妨げない。 

 

第７章 役員・会計監査委員の選出 

 第８条 役員・会計監査委員の選出は次の方法によって行われる。 

   １ 指名委員会で役員・会計監査委員候補者を選考する。その構成は実行委員若干名、 

教職員４名とし、それぞれ互選によって選出される。 

   ２ 指名委員会は委員長を互選し役員・会計監査委員候補者の選考にあたる。 

   ３ 指名委員会は役員・会計監査委員候補者の氏名を定期総会１週間前に全会員に通達 

する。 

   ４ 役員・会計監査委員候補者は総会の信任によって役員就任が決定される。 
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第８章 役員・会計監査委員の任務 

第９条   会長の任務は次の通りである。 

      １ 本会を代表して会務を統轄する。 

      ２ 総会及び実行委員会を招集してその議長となる。 

第１０条 副会長は会長を補佐し会長不在または事故ある場合はその代理をする。 

第１１条 書記は総会及び実行委員会の議決並びに会の活動に関する重要事項を記録する。           

第１２条 １ 会計は総会が決定した予算に基づいて収入支出の会計事務を処理する。 

      ２ 会計簿を保管し会計監査委員の監査を経て総会に報告する。 

 第１３条 会計監査委員は適時経理を監査し、定期総会に於いて会員に報告する。 

 

第９章 実行委員会と任務 

 第１４条 実行委員会は実行委員、校長、事務部長、教頭、ＰＴＡ関係教職員をもって構成 

される。 

 第１５条 実行委員会は事業計画案、総会に提出される議案等について協議する。 

 

第１０章 役員会と任務 

 第１６条 役員会は役員、校長、事務部長、教頭、常置委員会代表、ＰＴＡ関係教職員を 

もって構成される。 

第１７条 役員会は実行委員会に提出される議案等について協議する。 

 

第１１章 常置委員会と任務 

 第１８条 常置委員会は次の通りとする。 

      １ 交流委員会 

      ２ 文化委員会 

３ 広報委員会 

第１９条 各委員会の任務は次の通りである。 

     １ 交流委員会は保護者の来校を促す環境を作り、研修旅行および緑化事業等の 

計画をする。 

     ２ 文化委員会は文化祭、工芸講習会等を計画する。 

     ３ 広報委員会はＰＴＡ便り等の広報活動を行う。 

 

第１２章 総 会 

 第２０条 総会は次のとおり行われる。 

      １ 総会は会員総数の５分の１の出席をもって成立し、その過半数で議決される。

ただし、委任状提出者は出席とみなす。 

      ２ 定期総会は毎年１回開催する。 

      ３ 総会は次の項を決定する。 

       イ 予算の決定及び決算の承認 

       ロ 役員及び会計監査委員の承認 

       ハ 会則改変その他重要事項の審議承認 

      ４ 緊急を要する場合には役員会が総会に代わることが出来る。 

 第２１条 その他会の運営に関する細則は内規に定める。 

 

附 則  

 この会則は、平成１８年 ４月 １日から施行する。 

この会則は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

この会則は、平成２１年 ４月 １日から施行する。 
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      大阪府立西野田工科高等学校部活動後援会規約       

 

第１条   本会は大阪府立西野田工科高等学校部活動後援会と称す。 

 

第２条   本会は大阪府立西野田工科高等学校の部活動の育成のため、次の事業を行う。 

（１）部活動への助成 

（２）その他、部活動の振興に資すること 

 

第３条   本会の会員は大阪府立西野田工科高等学校のＰＴＡ会員およびその他趣旨に 

賛同した者とする。 

       

第４条   本会は次の役員および会計監査、参与をおく。 

       役員 

会 長 １ 名 

副 会 長 若干名 

理 事 若干名 

会 計 ３ 名 

会計監査 ２ 名 

参  与 若干名 

    役員の内、校内より割り当てられる役員は、理事にＰＴＡ係１名、会計に事務部長 

とする。また、参与に西野田工友会事務局員より１名とする。なお、会長、副会長、 

会計、会計監査は原則として、ＰＴＡの当該役員が行うものとする。 

役員および会計監査の任期はそれぞれ１年とし、実質的交替はＰＴＡ総会の日と 

する。また、再任を妨げない。 

 

第５条   役員の選出は、役員会の合意にもとづき行う。 

 

第６条   （１）本会の予算は、ＰＴＡの補助および、寄付金等をもってあてる。 

      （２）会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

      （３）ＰＴＡ総会での会計決算報告をもって本会の収支報告とする。 

 

第７条   会長は会の運営および規約等の改正について、必要に応じて役員と協議して 

決定する。 

 

付則  平成５年度をもって発足する。 

    平成１０年 ３月 １日 一部改訂 

 平成１９年 ３月 １日 一部改訂 

    平成２７年 ５月１６日 一部改訂 

 令和 ３年 ４月 ６日 一部改訂 
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        部活動後援会の運営・執行等についての細則         
 

第 1条 部活動後援会の校内理事会を学校内におく。 

 

第 2条 校内理事会は、校長、教頭、事務部長、ＰＴＡ係（１名）、特別活動指導部長および 

部員若干名、保健部長をもって構成する。 

（１）部活動後援会細則①・②に関することは、当該部活動顧問が部活動給付申請書を 

提出し、校長・教頭・事務部長・ＰＴＡ係が承認する。 

（２）部活動後援会細則③・④・⑤に関することは、当該部活動顧問が部活動給付申請書を 

提出し、校長・教頭・事務部長が必要な場合、校内理事会で審議する。 

 

第 3条 校内理事会は部活動の状況を後援会役員会に報告するとともに、後援会執行に関わる 

具申をする。 

 

第 4条 校内に事務局をおく。 

  事務局員はＰＴＡ係、その他特別活動指導部より若干名とする。 

  

第 5条 部活動後援会の会計の執行対象は、次のとおりとする。 

（１）大阪府立西野田工科高等学校部活動後援会規約第 2条に基づくもの。 

（２）部活動後援会の運営金 

 

第 6条 会計執行の決定は役員会で行う。 

 

第 7条 会計は会計監査をへて、役員会に会計報告をするとともに、ＰＴＡ総会で会計決算 

報告をする。 

 

 

 

 

 

附則 平成１９年 ３月 １日 一部改訂 

   令和 ５年 ３月 １日 一部改訂 
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           部 活 動 後 援 会 給 付 金 細 則            
 

第１条 本補助金の支出項目はつぎのとおりとする。 

① 部活動の遠征費補助 

② 外部講師に対する謝礼 

③ 校内合宿時の職員の経費。ただし、一合宿、一人当たり１５，０００円を上限と

する（領収書必要）。 

④ 校外合宿時の職員の交通費・宿泊費について、府費の規定に準じた額。ただし同

一年度内に１回に限り、原則として付き添い顧問２名までとする。部活動後援会

（理事であるＰＴＡ係り）が安全上、指導者２名以上の付き添いが必要と判断し

た場合は、最低限必要な人数の給付金支出を提案し、部活動後援会校内理事会の

審議を経て、運営委員会で確認し、校長が了承されたものを職員会議で報告す

る。 

⑤ その他、部活動の発展向上に必要な事項で、部活動後援会（理事であるＰＴＡ係

り）が提案し、部活動後援会校内理事会の審議を経て、運営委員会で確認し、校

長が了承されたものを職員会議で報告する。 

 

第 2 条 遠征費の補助規定はつぎのとおりとする。 

① 対象 

全国大会・近畿大会及びそれに準ずる大会に参加する部。また、特例として、   

部活動後援会が認めた個人。 

② 基準 

宿泊費……参加生徒のみ、１人、１泊６，０００円までの実費。但し、食事代も

含み、宿泊日数は必要最小日数とする。 

交通費……参加生徒のみ、必要最低限とする。 

（急行・特急・寝台料金は可、その他の交通手段の使用は部活動後援会が認めた

場合は可とする。） 

参加費……実費 

雑費…なし 

 

第 3 条 外部講師に対する謝礼規定 

    １回２，０００円とし、年１０回まで。 

    講師は外部講師として教育委員会に申請して認められなかった者 

 

第４条 部活動の遠征費の給付に際する規定 

    支出は当面、給付決定額の８割とし、残額は年度末まで留保する。 

    留保分は年度末に残金から支払われる。留保分計が残金を超える場合は留保金額の比

率で分けて支払う。残金とは、ＰＴＡと生徒会からの補助に記念事業等よりの寄付さ

れた金額の残金分を次の記念事業までの残年度で除した額を和した金額とする。  

                       （記念事業等からの寄付金） 

残金＝（ＰＴＡと生徒会からの補助）＋                

                                              （次の記念事業までの年数） 

留意点 監査の対象となるため、執行にあたっては必ず、使途の明細及び領収書を添

付すること。 

 

附則  平成２２年 ４月 １日 一部改訂 

平成２９年 ５月１３日 一部改訂 
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                 ＰＴＡ慶弔内規                  

大阪府立西野田工科高等学校ＰＴＡ 

 

（弔 慰） 

１ 会員が死亡したとき。            １０,０００円および弔電 

２ 生徒が死亡したとき。            １０,０００円および弔電 

 

 

（その他） 

１ 特別な事由があるときは、役員会の決議を経て行う。 

 

 

（付 則） 

１ 本内規の改正は、役員会の決議を経て行う。 

２ 本内規は、昭和６２年１２月２３日より施行する。 

３ 本内規は、平成１７年 ４月 １日より施行する。 

４ 本内規は、平成１８年 ２月１０日より施行する。 

５ 本内規は、平成１９年 ４月 １日より施行する。 

６ 本内規は、平成２９年１１月 １日より施行する。 

７ 本内規は、令和 ３年 ４月 ６日より施行する。 
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   大阪府立西野田工科高等学校閉校イベント生徒支援会規約       

 

第１条   本会は周年行事ため創立されたが発展的解消した特別会計を引き継ぎ、大阪府立

西野田工科高等学校閉校イベント生徒支援会と称す。 

 

第２条   本会は大阪府立西野田工科高等学校の閉校イベントに関する生徒支援のための事

業を行う。 

  （１）生徒食堂利用支援 

      （２）文化祭補助 

      （３）体育祭補助 

      （４）閉課程式典補助 

      （５）その他(国際交流補助、式典当日の記念品弁当など) 

 

第３条   本会の会員は大阪府立西野田工科高等学校のＰＴＡ会員とする。 

       

第４条   本会は次の役員および会計監査、事務局をおく。 

       役員 

ＰＴＡ役員 ６ 名 

校長 １ 名 

教頭 １ 名 

事務長 １ 名 

 

       会計監査 

ＰＴＡ会計監査 ２ 名 

 

事務局 

ＰＴＡ係 ２ 名 

 

第５条   運営および規約等の改正について、役員の合議で決定する。 

 

第６条   （１）本会の予算は、ＰＴＡの予備費ならび残金からの繰り出し金、部活動後援

会の予備費ならび残金からの繰り出し金等をもってあてる。 

      （２）本会の予算は、校長、教頭、事務長の決済をもって執行する。執行状況は

随時役員に報告する。 

      （３）会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

      （４）ＰＴＡ総会での会計決算報告をもって本会の収支報告とする。 

 

第７条   会長は会の運営および規約等の改正について、必要に応じて役員と協議して 

決定する。 

 

付則  令和８年度をもって発足する。 
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